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このコーナーでは、今起きている消費者問題について、お知らせしていきます。
身近にある困りごとや納得できないことがあったらご相談ください。電話でも対応しています。

多重債務
　複数の消費者金融業者等から借り入れをし、返済が困難になっている状態が多重
債務です。返しきれない借金で困っている方はいませんか？
　カードでのショッピングやキャッシング、消費者ローンなど簡単に手続きができ
るようになり、便利になった一方で使いすぎたり、悪質な取引に巻き込まれたりし
て多額の借金を背負ってしまうなど、自らの収入で返済しきれないほどの借金を抱
えお悩みの方々からの相談に応じます。
　多重債務は、放置したままではいつまでたっても解決することはできません。
1日も早く借金をきちんと整理して、落ち着いた生活を取り戻しましょう。

債務整理には次の4つの方法があります。
①任　意　整　理 :裁判所を利用しないで債権者と和解交渉をし、合意した返済計画に基づいて返済する方法
②特　定　調　停 :簡易裁判所に申し立て、調停で合意した返済計画に基づき返済する方法
③個人民事再生 :民事再生法による再生手続きで、住宅ローンの延長が可能なので住宅を手放さずにすむ
　　　　　　　場合があります。
④自　己　破　産 :返済の見込みがない場合に地方裁判所に申し立て、一定額以上の財産をお金に換えて借金
　　　　　　　を返済し、残りの借金には免責を認めてもらう方法

　１人で悩まず信頼できる機関に相談することが大事です。お気軽に消費生活相談窓口に相談してくだ
さい。

＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識＊消費生活相談窓口から

◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

大衡村
バイオマスタウン構想の取バイオマスタウン構想の取り組みバイオマスタウン構想の取バイオマスタウン構想の取り組みバイオマスタウン構想の取り組み

　村では、家庭から出た廃食用油を回収してバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）に再利用するため、役場や村
内店舗１２カ所に廃食用油回収ボックスを設置しています。お持ちいただく際には、ペットボトルに天ぷら
などで使用した油を詰め、廃食油回収ボックスに入れてください。これからも限りある資源の利活用に、ご
理解とご協力をお願いします。

◆問い合わせ先
企画財政課
☎341-8510

廃食用油回収場所一覧
　　　回収場所
百々商店
石川茂平商店
㈲中川電業社
㈱キタセキ ルート4大衡給油所
小川商店
㈲村松自動車
中華料理北京
㈱大槻
㈱未来彩園

駐輪場

　　　　　　　　回　収　時　間

営業時間内
　ボックス設置中は
　　　　常時回収可能

午前９時～午後５時（休業日を除く）

午前９時～午後６時
午前８時３０分～午後５時（定休日水曜日）
午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝祭日を除く）

地　区
衡　　　上
衡　　　中
衡　中　北
衡　　　下
大　瓜　下
大　　　森
蕨　　　崎
松　　　原
衡　　　東
万葉・おおひら館
おおひら万葉パークゴルフ場
大衡村役場

お
知
ら
せ

◆問い合わせ先　税務課　☎３４１－８５１３

納税の
お知らせ

　納期限までに忘れずに納めましょう。
　口座振替の方は前日までに残高をご確認願います。
　納期限までに納付されない場合、督促手数料や延滞金が加算さ
れます。なお、納付相談は随時受け付けています。

生 活 相 談 所

宮城県司法書士
会による出張相
談会（無料〕

消費生活相談窓口

相　談　名 相　談　日　時 場所／内容
　５日（水）
12日（水）
19日（水）
26日（水）

12日（水）

　5日（水）
12日（水）
19日（水）
26日（水）

午前９時～正午

午前９時～正午

午前９時～午後４時

〔場所〕平林会館１階料理講習室
〔内容〕生活の中での悩み事、心配事などの相談
　　　電話相談（当日のみ）も受け付けます。
　　　☎３４５－６６３１

〔場所〕 平林会館１階料理講習室
〔内容〕 売買・贈与・相続等不動産登記、多重債務
　　　　に関する相談、成年後見制度（判断能力に
　　　　不安のある方の財産管理）

〔場所〕 平林会館２階第３研修室
〔内容〕 消費生活に関する相談
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